
 

 
平成 27年６月 30日 

各   位 

会 社 名 株式会社シーエスロジネット 

代 表 者 名 代表取締役社長 高 木  敏 明 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 ２７１０) 

問 合 せ 先 取締役社長室長 乙 守 俊 秀 

 ＴＥＬ  （052）354-7797 

 

 

支配株主等に関する事項について 
 

当社の親会社であるテクタイト株式会社及びテクタイトホールディングス株式会社について、

支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

（平成 27年３月 31日現在） 

名称 属性 
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場され

ている金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

テクタイト㈱ 親会社 51.02 － 51.02 － 

テクタイトホール

ディンクス㈱ 
親会社 － 51.02 51.02 － 

 

２．親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由 

(1) 商  号 テクタイト株式会社 

(2) その理由 当社議決権の 51.02％を直接保有しているため 

 

３ ．親会社の企業グループにおける上場会社の位置づけその他の上場会社と親会社との関係 

(1) 親会社の企業グループにおける当社の位置づけ、親会社等やそのグループ企業との取引

関係や人的・資本的関係 

テクタイト株式会社（以下、テクタイト）は、上場会社の議決権の 51.02%を保有しており、

当社の親会社であります。また、テクタイトから３名の取締役を、テクタイトホールディン

グス株式会社の２名の取締役をそれぞれ受け入れております。 

 

(2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスクおよびメリット、親会

社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業

活動への影響等 

当社が親会社等の企業グループに属することによる事業活動における制約およびリス

クはありません。なお、テクタイトは電子機器の製造技術、アプリケーションソフトの開

発技術等を有しており、これらの技術を当社グループにおいても有効に活用することに

より、グループ全体の企業価値の向上を目指してまいります。 

当社は、平成 27年６月 26日開催の第 33 回定時株主総会決議により監査等委員会設置

会社に移行し、監査等委員でない取締役（以下、「取締役」といいます。）が５名、監査等

委員である取締役（以下、「監査等委員」といいます。）が３名、それぞれ選任され、就任

いたしました。 

これにより、当社の取締役５名のうち２名はテクタイトの取締役を兼務し、１名はテク

  



 

タイトの社長室長を兼務しており、監査等委員３名のうち１名はテクタイトの取締役を

兼務しております。当社は、当該役員を通じて経営課題の認識、経営戦略の立案、経営資

源の配分などの問題において密接に連携することで、迅速な意思疎通を図りシナジー効

果の実現を目指してまいります。 

 

(3) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

当社と親会社等との事業活動の関連性はなく、事業上の制約を受けることもないため、

当社独自の経営判断に基づく事業活動を行い、一定の独立性を確保することを基本方針

としております。また、親会社等からの役員の受け入れは主に経営管理体制の強化等を目

的としており、当社の経営判断を妨げるものではありません。 

 

４．支配株主等との取引に関する事項 

現在、当社と上記の親会社のうち、テクタイトとの間において、商品の仕入、販売の取引を

しておりますが、金額は軽微であります。 

また、親会社のうち、テクタイトホールディングスとの間における平成 27 年３月期の取引

の内容は以下のとおりであります。 

種

類 
会社名 所在地 

資本金 

(千円) 

事業の

内容 

関連当

事者と

の関係 

取引の内

容 

取引金

額 

(千円) 

科

目 

期末

残高 

親

会

社 

テクタイト

ホールディ

ングス株式

会社 

東 京 都

墨田区 
1,000  

事 業 請

負、持株

会社 

役員の

兼務 

 

子 会 社 株

式 の 売 却

(注 1) 

123,480 － － 

債 権 の 譲

渡 

(注 2) 

34,650 － － 

(注)1.当社は、平成 26 年 10 月１日に取得した㈱two-five の株式を平成 27 年３月 20 日に親

会社であるテクタイトホールディングス㈱に売却しました。株式の売却価値は、企業価

値等を勘案して決定しております。 

2.当社は、㈱two-five に対する貸付債権を平成 27 年３月 20 日に親会社であるテクタイ

トホールディングス㈱に譲渡いたしました。債権の譲渡は一般取引を参考に契約によ

り決定しております。 

 

なお、平成 27 年 6 月 30 日現在において、上記のとおりテクタイトの取締役３名が当社の

取締役２名及び監査等委員１名を、テクタイトの社長室長が当社の取締役を、テクタイトホー

ルディングスの取締役２名が当社の取締役を、それぞれ兼務しております。 

 

５．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

支配株主との取引については、一般的な取引条件と同様に合理的な決定がされており、少数

株主に不利益を与えることがないよう公正かつ適切に対応しております。 

 

 
 

以  上 

 


